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（目的）  

第１条  この要綱は、宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号。以下「宅造法」

という。）に違反する宅地造成事業の是正措置及び監督処分等に関する事務（以下

「違反宅地造成事業事務」という。）について具体的な処理の手順を定め、宅造法

の適切な運用に資することを目的とする。  

 

（定義）  

第２条  この要綱において「宅地造成事業」とは、宅造法第２条第２号に定める宅地

造成をいう。  

２  この要綱において「違反宅地造成事業」とは、宅造法若しくはこの法律に基づく

命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した宅地造成事業をいう。  

３  この要綱において「違反行為者」とは、宅造法第１４条第１項から第３項までの

いずれかに該当する者をいう。  

 

（組織）  

第３条  違反宅地造成事業の予防又は是正措置に関する事務は、都市局建築部宅地課

が担当する。  

 

（違反宅地造成事業の進行管理）  

第４条  都市局建築部宅地課の担当職員（以下、担当職員）は、常に違反宅地造成事

業の進行状況を把握し、随時上司に報告し、指示を受けなければならない。  

 

（文書取扱上の注意及び情報の管理）  

第５条  違反宅地造成事業事務に関する文書は、事務処理過程においてその秘密が部

外に漏れることのないよう常にその管理に留意するとともに、書類の作成にあたっ

ては、客観的事実に基づいてこれを正確に記載しなければならない。  

２  是正措置勧告書、監督処分命令書等の作成にあたっては、誤記、落印、記入漏れ

等によりその勧告、命令等が無効とならないよう特に留意しなければならない。  

３  違反行為の実施経過状況、現地状況、事業主等の供述等違反行為に関する情報は、

正確に記録しなければならない。  

４  前項の情報は、漏泄することがないよう注意しなければならない。  

 

（違反宅地造成事業の未然防止）  

第６条  市長は、違反宅地造成事業の発生を未然に防止するため、宅地造成事業制度

の広報等に努めなければならない。  

 

（違反宅地造成事業事務の処理の原則）  

第７条  違反宅地造成事業に関する処理は、時宜を失わないよう迅速、正確かつ積極

的に処理し、不公正な処分にならないよう十分留意しなければならない。  
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（違反宅地造成事業事務の処理の心構え）  

第８条  違反宅地造成事業事務の処理にあたっては、適切な判断ができるよう宅造法、

その他当該事務に関係する法令等を十分調査するとともに、総合的な運用を図るた

め関係部署及び関係機関等との連携を密にしなければならない。  

２  違反宅地造成事業の場所（以下「違反場所」という。）に立ち入る場合は、所属、

職名、氏名及び立入検査の目的を明らかにするとともに、宅地造成等規制法第１８

条第２項の規定により準用する同法第６条第１項に定める証明書を携帯し、関係人

の請求があったときは、これを提示しなければならない。  

ただし、建築物に立ち入るときは、あらかじめ所有者及び占有者等の承諾がなけ

ればならない。  

 

（違反宅地造成事業事務の手順）  

第９条  住民、関係部署等からの通報等があったときは、ただちに違反場所の把握及

び調査を行い、違反宅地造成事業につき事実を確認しなければならない。  

２  前項の調査等により、違反宅地造成事業の存在を確認し又は発見したときは、違

反行為者を特定するよう努めなければならない。現地調査等により違反行為者を特

定することができないときは、引き続き相当の調査を行う。  

 

（違反宅地造成事業調査報告書等の作成及び記録）  

第１０条 市長は、違反宅地造成事業につき事実を確認したときは、違反宅地造成事

業調査報告書（様式第１号）及び指導等経過状況調書（様式第２号）を作成し、調

査等で知り得た事実等に関する資料を添付し、保存する。また、違反宅地造成事業

事務処理台帳（様式第３号）に必要な事項を記載し、保存する。  

 

（違反宅地造成事業の初期措置等）  

第１１条 第９条第２項の規定により違反行為者を特定したときは、その者に対し、

違反場所において違反の内容及び法令等の根拠を説明し、必要に応じて工事施行の

停止等を指示した指示書（様式第４号）を適切な場所に貼付する。ただし、違反行

為者が不在の場合には、違反の内容及び法令等の根拠の説明を省略することができ

る。  

２  前項の違反行為者が当該違反宅地造成事業を行ったことが明らかであり、かつ、

その者が工事施行の停止等の指示に従わない場合は、直ちに工事施行の停止を勧告

票（様式第５号）の貼付により勧告する。  

 

（現地調査後の指導及び監督）  

第１２条 第９条第２項の規定により違反行為者を特定したときは、違反行為者及び

当該違反宅地造成事業に関与している者（以下「関係人」という。）に対して、通

知書（様式第６号）により出頭を指示するものとし、違反行為者及び関係人が出頭

したときは、事情聴取を行う。  

２  違反行為者及び関係人が前項の指示に応じない場合は、適切な方法により指示に
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応ずるように努めるとともに、再び前項の通知を行う。  

３  担当職員は、第１項の規定により事情聴取を行ったときは、終了後すみやかに違

反宅地造成事業事情聴取記録（様式第７号）に、その内容を詳細に記録する。  

 

（文書の送付等）  

第１３条 前条第１項の通知書は、特定記録郵便により送付する。ただし、必要に応

じて手交によることができる。  

２  前項ただし書きの規定により手交しようとするときは、受領する者に対し、交付

記録書（様式第８号）への署名を指示する。  

３  前２項の規定は、違反行為者又は関係人に文書を交付する場合に準用する。  

 

（報告等の要求）  

第１４条 市長は、宅地造成事業につき許可又は承認を受けている者が、その許可又

は承認の内容又は条件に違反しているおそれがあると認めるときは、宅造法第１９

条の規定に基づき、報告等要求書（様式第９号）により報告又は資料の提出を要求

する。  

 

（是正計画書の提出）  

第１５条 市長は、第１２条第１項の事情聴取に際しては、違反行為者に対して、是

正計画書（様式第１０号）を当該事情聴取の日から１箇月以内に提出するよう指示

する。ただし、すでに是正措置に着手している場合は、この限りでない。  

２  市長は、前項の指示に応じない場合又は提出された是正計画書の内容が不十分で

ある場合は、当該違反行為者に対し是正計画書要求書（様式第１１号）により是正

計画書の提出を要求する。  

３  違反行為者が第１項の規定により是正計画書を提出したにもかかわらず、是正期

限までにそれを履行しなかったときは、再度出頭を求め、事情聴取を行う。この場

合に、是正期限を延長せざるを得ない相当な理由があると認めた場合は、是正計画

延長願（様式第１２号）を当該事情聴取の日から１箇月以内に提出するよう指示す

る。  

 

（違反宅地造成事業是正方針会議）  

第１６条 違反宅地造成事業の是正指導及び監督処分の方針等を決定することを目的

として事案ごとに検討を行うため、宅地課に違反宅地造成事業是正方針会議（以下

「是正会議」という。）を置く。  

２  是正会議は、宅地課の主査以上の職員及び課長が指名する職員で構成する。  

３  是正会議は、宅地課長が招集し、その議長となる。  

４  宅地課長は、是正会議において、必要に応じて関係部署の意見を聞き、事案ごと

に検討を行い、違反宅地造成事業の是正指導及び監督処分の方針等を決定する。  

５  宅地課長は、必要と認める場合は、是正会議に関係部署の職員の出席を求めるこ

とができる。  
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６  是正会議が開催されたときは、担当職員は、その内容及び決定した事項について、

違反宅地造成事業是正方針会議記録（様式第１３号）に記録し、必要に応じて建築

部長又は都市局長に報告する。  

 

（是正勧告）  

第１７条 市長は、違反行為者及び関係人が次の各号のいずれかに該当するときは、

是正勧告書（様式第１４号）により違反を是正するよう勧告する。  

 (１ ) 違反行為者及び関係人が、出頭指示に応じない場合  

 (２ ) 違反行為者が、指示された提出期限までに是正計画書を提出せず、又は虚偽

の是正計画書を提出した場合  

  (３ ) 前２号のほか、勧告する必要があると市長が認めた場合  

２  前項の勧告に係る違反場所については、随時その状況を監視する。  

 

（監督処分）  

第１８条 違反行為者及び関係人が前条第１項の勧告に従わない場合は、すみやかに

宅造法第１４条第２項から第４項までの規定による監督処分（以下単に「監督処分」

という。）を行う。  

２  監督処分を行おうとする場合は、あらかじめ行政手続法（平成５年法律第８８号。

以下「行手法」という。）及び千葉市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平

成６年千葉市規則第５７号）に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行う。ただし、

行手法第１３条第２項各号のいずれかに該当するときは、聴聞又は弁明の機会の付

与を経ずに監督処分を行う。  

３  監督処分は、違反の内容、程度その他の諸事情を勘案して適切な内容のものであ

ることを要する。  

４  監督処分は、千葉市公文書取扱規程第９条第３号の令達文書である監督処分命令

書（様式第１５号）により行う。  

 

（処分に係る関係機関等への通知）  

第１９条 監督処分を行ったときは、その旨を、監督処分を行った旨の通知（様式第

１６号及び様式第１７号）により、すみやかに関係部署及び関係機関等に通知する。 

  

（監督処分後の監視等）  

第２０条 監督処分として命令をした場合は、被処分者が当該命令を履行するよう監

視するとともに、催告書（様式第１８号）による催告その他の行政指導を継続して

行う。  

 

（命令の履行）  

第２１条 監督処分として命令をした後に、当該命令が履行されたことを確認したと

きは、その旨を、監督処分命令履行確認書（様式第１９号）により、すみやかに被

処分者に通知する。  
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２  第１９条の通知を行った場合であって、前項の確認をしたときは、その旨を、監

督処分命令履行確認通知書（様式第２０号及び様式第２１号）により、すみやかに

関係部署及び関係機関等に通知する。  

 

（告発）  

第２２条 被処分者が監督処分としての命令を履行しない場合その他必要があると認

めた場合は、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第２３９条第２項の規定に

より、所轄警察署長に告発する。  

 

（行政代執行）  

第２３条 被処分者が監督処分としての命令を履行しない場合であって、不履行を放

置することが著しく公益に反すると認めた場合は、行政代執行法（昭和２３年法律

第４３号）に基づき代執行を行う。  

 

（違反宅地造成事業の終了）  

第２４条 違反宅地造成事業は、次に掲げる時点で終了したものとする。  

 (１ ) 違反行為者が任意に又は第１７条第１項の勧告の後に是正したとき  

 (２ ) 被処分者が監督処分としての命令を履行したとき  

 (３ ) 行政代執行が完了したとき  
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附  則  

  この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

   附 則  

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

 

 


